
株主各位 

 

 

吸収分割公告 

 

 

下記会社は吸収分割して、甲は、乙の保有する資産の一部を承継し、乙はそれを承継させるこ

とにいたしましたので、下記のとおり公告いたします。 

効力発生日は令和７年１月１日を予定しており、甲は会社法第 796条第 2項、乙は同法第 784

条第 1項の規定に基づき、株主総会の承認決議を経ずに本件吸収分割を決定しております。 

 

記 

 

１．会社法第 796条第 3項の規定に基づき、この吸収分割に反対の株主は、本公告掲載の翌日

から２週間以内に、書面によりその旨をご通知ください。 

 

 

2024年 11月 27日 

 

                        （甲）東京都港区港南１丁目８番 15号 

                           飛島ホールディングス株式会社 

                           代表取締役社長 髙橋 光彦 

 

                        （乙）東京都港区港南１丁目８番 15号 

                           飛島建設株式会社 

                           代表取締役社長 乘京 正弘 

 

以上 


